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政府税制調査会総会で環境税に関して集中討議 
連合・草野事務局長「定率減税に関する報道」に遺憾表明 

 
 １１月１２日午後、政府税制調査会総会が開
催され、環境税について集中討議が行われまし
た。総会では、環境省の「環境税の具体案」と、
経済産業省の「増税なき削減約束の達成」それ
ぞれについて説明があり、これらを踏まえた議
論が行われました。 
委員からは、環境省案に対して、ガソリン１

リットル 1.5 円の課税によるＣＯ２削減効果を
疑問視する意見が相次ぐ一方、税と規制のポリ
シーミックスによる環境対策が必要であるとす
る意見や、将来の税制を見据え、既存の税を環
境対策の観点から組み替えることを検討すべき
等、様々な意見が出されました。 
 

京都議定書の達成は国の責務 
 委員として出席した連合の草野事務局長は、
「京都議定書の達成は国としての責務であり、
（２省から異なる案が出されたことについて）
このような省庁間争いのようなことでは困る、
政府として責任を持って調整すべきである」と

主張しました。 
石税調会長は、今回の議論で出された様々な

意見を受けて、環境税に関わる様々な問題点を
整理し、今後の検討に備えたいと述べました。 
 
定率減税廃止、全員一致ではない 

 また、草野事務局長は、石会長が前回総会後
の記者会見で「政府税調では定率減税廃止で一
致した」との発言をしたとするマスコミ報道に
触れ、「前回の総会では反対意見も出ていたに
もかかわらず、全ての委員の意見が一致したか
のような発言は遺憾である」と抗議。これに対
して石会長は、記者会見の内容は同日開催され
た基礎問題小委員会での議論内容を紹介したも
のであり、総会では賛否両論あることについて
認識していると説明しました。 
 今後、政府税調は、１８日と２４日の総会で
答申案に関する討議を行う予定。連合は引き続
き、定率減税の制度化をはじめとする要求反映
に向けた取り組みを進めていきます。 

 

 
 
 
 
 

環境省案「環境税の具体案」 
☆目的 
ＣＯ２削減目標と現実のギャップ 14%のうち、約４%程度を環
境税で確保する。（価格インセンティブ効果＝0.5%、税収活用
効果＝3.5%） 
☆課税対象 
①上流課税：ガソリン、軽油、灯油、ＬＰＧ 
精製会社から移出もしくは製品として輸入した段階で課税 

②下流課税：石炭、重油、天然ガス、都市ガス、電気、ジェッ
ト燃料 

消費時点で課税（石炭、重油、天然ガスは大口事業者のみ） 
☆税率 
炭素１ｔ当たり 2,400 円（ガソリン１㍑ 1.5 円、電気１ｷﾛ㍗
0.25 円） ※１世帯当たり月額約 250 円 
☆減免措置 
エネルギー多消費型製造業、運輸業、低所得者、寒冷地等へ
の減免措置あり。 
☆税収と使途 
税収年間約 4,900 億円のうち、約 3,400 億円を一般財源とし
て温暖化対策（２割は地方へ譲与）、1,500 億円は雇用の促進
を通じ、企業活力の維持・向上のための財源 
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経産省案「増税なき削減約束の達成」 
主旨 
①省エネルギー対策の抜本強化を軸に、実効ある対
策の組み合わせにより「増税なき目標達成」へ向
けて総力を挙げ取り組む。 
②排出量の増加が著しい民生・運輸部門に対応した
対策強化を図るとともに、排出削減を着実に進め
ている産業部門に一層の努力を促すための制度・
措置の拡充を行う。 
内容 
業・民生・運輸にわたる省エネ対策等の抜本強化 
エネ法抜本改正、流通・物流効率化法の制定、地域
るみの省エネ促進等のための各省連携の強化、地球
暖化対策予算の拡充と有効活用により、▲5%程度 
替フロンなど他の温室効果ガスの追加削減 
状対策ベースでも目標超過、加えてフロン回収シス
ムの強化、ノンフロン品への切り替え等により、総
▲1.5～2%程度 
都メカニズムの本格活用 
定書が発効すれば、海外での省エネ事業などによる
減が、日本の削減として認められる「京都メカニズ
」が活用可能となり、▲1.6%程度 
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